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ごあいさつ 
 

三島市は、富士箱根伊豆国立公園の玄関口として、年間２０００

万人以上の乗降客があるＪＲ三島駅や、年間約３００万人が訪れる

源頼朝ゆかりの三嶋大社、東海の名園といわれた「市立公園楽寿園」

のほか、市街地には源兵衛川、蓮沼川、桜川など富士山の湧水を象

徴する小河川や水辺の緑があります。 

これらの資源を生かし、個性的で魅力あるまちづくりを行ってい

くため、本市は、平成１６年に制定された景観法に先駆けて、平成

１２年に都市景観条例を制定し、「景観重点整備地区」や「景観重

要建築物」「眺望地点」の指定など市独自の景観施策に取り組み、

平成１８年に景観行政団体になったことから、法に基づくさらなる

取り組みを行うため、平成２１年に「三島市景観計画」を策定いた

しました。 

平成２３年３月には、まちづくりの羅針盤である「第４次三島市

総合計画」と「第３次国土利用計画（三島市計画）」を策定し、『せ

せらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島～環境と食を大切に～』

を将来都市像の目標として新たに定めました。 

三島市には、先人達が、長い歴史の中で守り育ててきた水と緑、

歴史や文化などの貴重な財産がありますので、これらにさらに磨き

をかけた景観形成に引き続き取り組んでいくとともに、新たに「花」

を加え、住んでいる人も観光で訪れた人も癒される“美しく品格の

あるまち”を目指した『ガーデンシティみしま』の形成も良好な景

観形成として取り組んでまいります。 

そして、これらの個性豊かな景観施策を実現していくことによっ

て、市民の皆様が “三島で生まれて良かった”“三島で育って良か

った”“三島で暮らして良かった”というようなアイデンティティー

を感じていただけるように、まちづくりを展開していきたいと考え

ております。 

結びに、本計画の策定・変更にあたりご協力いただきました市民

の皆様及び関係者各位に心より感謝を申し上げます。 

 

 

 

三島市長  豊岡 武士 
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